


平成３０年度守谷市農業集落排水事業特別会計及び守谷市公営企業会計 

（守谷市水道事業会計及び守谷市公共下水道事業会計）経営健全化審査意見書 

 

１ 審査の対象 

  資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

２ 審査の期間 

  令和元年７月２９日から令和元年８月１６日まで 

 

３ 審査の方法 

 平成３０年度決算に基づく資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類が，適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

 

４ 審査の結果 

 審査に付された資金不足比率及び算定の基礎となる事項を記載した書類は，

いずれも適正に作成されているものと認められる。 

 

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 

①農業集落排水事業特別会計 ― ２０．０％ 

②水道事業会計 ― ２０．０％ 

③公共下水道事業会計 ― ２０．０％ 

 ※ 資金不足比率は，資金不足額がないため，「―」と記載した。 

 

① 農業集落排水事業特別会計 

 特になし。 

② 水道事業会計 

 流動比率（流動資産と流動負債の割合）は１，０５８．９％であり，実質的

な資金不足額はない。 

③ 公共下水道事業会計 

 流動比率は８３２．９％であり，実質的な資金不足額はない。 

 

５ 是正改善を要する事項 

 特になし。 


